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(57)【要約】
【課題】各気筒における点火プラグのプラグ位相を判定
し、このプラグ位相に応じて失火を防止する制御を行う
ことができる内燃機関制御装置を提供する。
【解決手段】二次電流検出手段４又は二次電圧検出手段
５によって計測された、点火プラグ１における火花放電
時の中心電極２と接地電極３との間の、少なくとも放電
電圧値又は放電電流値のどちらか一方に基づき、燃焼室
内のガス流動に対する中心電極２と接地電極３の位相を
判定する位相判定手段と、位相判定手段の判定に基づい
て内燃機関の運転状態を制御する制御手段とを備えた。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃焼室内に燃料を供給するインジェクタと、
　中心電極と該中心電極の側方に位置し先端が前記中心電極の先端と対向する接地電極と
を有する点火プラグと、
　前記点火プラグの火花放電時の放電電流値又は放電電圧値のいずれか一方もしくは両方
を計測する放電計測手段と
を備えた内燃機関制御装置において、
　前記放電計測手段によって計測された、前記点火プラグにおける火花放電時の前記中心
電極と前記接地電極との間の、少なくとも放電電圧値又は放電電流値のどちらか一方に基
づき、前記燃焼室内のガス流動に対する前記中心電極と前記接地電極の位相を判定する位
相判定手段と、
　前記位相判定手段の判定に基づいて前記内燃機関の運転状態を制御する制御手段と
を備える
ことを特徴とする内燃機関制御装置。
【請求項２】
　前記位相判定手段は、前記放電計測手段によって計測された前記中心電極と前記接地電
極との間の、放電電圧値又は放電電流値の少なくともどちらか一方に基づき前記点火プラ
グの放電し易さを計測し、前記放電し易さを予め設定された閾値と比較することで前記中
心電極と前記接地電極の位相を判定する
ことを特徴とする請求項１に記載の内燃機関制御装置。
【請求項３】
　前記放電し易さの度合いが予め設定された閾値より高いときには、ガス流動に対する前
記中心電極と前記接地電極の位相が、燃焼室内のガスの流動方向に沿った状態にあると判
定する
ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の内燃機関制御装置。
【請求項４】
　前記位相判定手段は、前記放電計測手段によって計測された前記中心電極と前記接地電
極との間の、放電電圧値又は放電電流値の少なくともどちらか一方の変位に基づいて前記
点火プラグの放電し易さを計測する
ことを特徴とする請求項３に記載の内燃機関制御装置。
【請求項５】
　前記位相判定手段は、前記放電計測手段によって計測された前記中心電極と前記接地電
極との間の、放電電圧値又は放電電流値の少なくともどちらか一方で計測される放電時間
に基づいて前記点火プラグの放電し易さを計測する
ことを特徴とする請求項３に記載の内燃機関制御装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記位相判定手段で判定された位相に応じて、燃料噴射時期と点火時
期との間の時間の間隔を変更する
ことを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の内燃機関制御装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記位相判定手段で判定された位相に応じて、触媒暖機時の点火時期
を変更する
ことを特徴とする請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の内燃機関制御装置。
【請求項８】
　前記内燃機関は、運転状態に応じて、少なくともインジェクタから噴射される燃料を直
接的に前記点火プラグに輸送する直接供給方式と、インジェクタから噴射される燃料をピ
ストン頂面で案内して前記点火プラグに輸送する間接供給方式とを切り替え可能とし、
　前記制御手段は、前記位相判定手段により前記点火プラグの放電し易さの度合いが低い
位相と判定されたとき、前記直接供給方式の使用を制限する
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ことを特徴とする請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の内燃機関制御装置。
【請求項９】
　前記放電計測手段によって計測された、前記点火プラグにおける放電時の前記中心電極
と前記接地電極との間の、放電電圧値又は放電電流値の少なくともどちらか一方に基づき
前記点火プラグの放電し易さ度合いを計測し、前記位相判定手段にて判定された位相の放
電し易さ度合いと比較し、放電し易さ度合いが所定以上低下したとき前記点火プラグが消
耗したと判定する消耗判定手段
を備える
ことを特徴とする請求項１から請求項８のいずれか１項に記載の内燃機関制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ガソリンエンジンの内燃機関制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ガソリンエンジンにおいては、点火プラグにより放電を起こすことで気筒内に供給した
混合気を燃焼させているため、ガソリンエンジンの正常な運転には点火プラグにおいて正
常に放電が行われていることが重要となる。このため、混合気の着火・燃焼時に生じるイ
オン電流を検出することにより点火プラグの状態を判定する失火判定装置が知られている
。このような失火判定装置の一例が下記特許文献１に開示されている。
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－２１３３３７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、点火プラグの接地側の電極である接地電極の回転位置（以下、プラグ位相と
いう）は混合気の燃焼に影響を与える。特に、点火プラグの放電位置における混合気の流
速が速い筒内直接噴射式内燃機関や筒内流動を強化した内燃機関では、点火プラグの接地
側の電極である接地電極の位置が混合気の燃焼に与える影響は大きい。
【０００５】
　点火プラグに向けて直接燃料を噴射することで、点火プラグの放電位置近傍に可燃混合
気を配置し、燃焼室全体としては希薄な成層混合気を形成する、所謂スプレーガイド方式
の筒内直接噴射式内燃機関では混合気の輸送経路中に点火プラグが存在し、接地電極と混
合気との干渉が起こるため、プラグ位相が噴霧及び混合気の輸送に影響を与え、プラグ位
相によって放電位置における空燃比や噴霧及び混合気の流速が変化してしまう。また、流
速の速い混合気中で点火を行うと、放電火花の吹き消えや吹き流しが生じるため、噴霧及
び混合気の流速と接地電極との位置関係により、放電しやすいプラグ位相、又は、放電し
難いプラグ位相というものも存在する。
【０００６】
　これらの理由から、安定した成層希薄燃焼が成立する燃料噴射時期・点火時期の設定可
能領域を示す安定燃焼領域はプラグ位相によって変化するが、一般に点火プラグは点火プ
ラグの側面に設けられたネジ部によってシリンダヘッドに固定されるため、各気筒におけ
るプラグ位相を固定することは困難であるため、各気筒におけるプラグ位相を把握した上
で、各気筒や各エンジンにおいて適切な制御を行うことが重要となる。
【０００７】
　しかしながら、上述した従来の失火判定装置では、点火プラグの絶縁性について判定し
ているに過ぎないため、各気筒におけるプラグ位相を把握した上で、各気筒や各エンジン
において適切な制御を行うことはできない。
【０００８】
　以上のことから、本発明は、各気筒における点火プラグのプラグ位相を判定し、このプ
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ラグ位相に応じて失火を防止する制御を行うことができる内燃機関制御装置を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の課題を解決する第１の発明に係る内燃機関制御装置は、
　燃焼室内に燃料を供給するインジェクタと、
　中心電極と該中心電極の側方に位置し先端が前記中心電極の先端と対向する接地電極と
を有する点火プラグと、
　前記点火プラグの火花放電時の放電電流値又は放電電圧値のいずれか一方もしくは両方
を計測する放電計測手段と
を備えた内燃機関制御装置において、
　前記放電計測手段によって計測された、前記点火プラグにおける火花放電時の前記中心
電極と前記接地電極との間の、少なくとも放電電圧値又は放電電流値のどちらか一方に基
づき、前記燃焼室内のガス流動に対する前記中心電極と前記接地電極の位相を判定する位
相判定手段と、
　前記位相判定手段の判定に基づいて前記内燃機関の運転状態を制御する制御手段と
を備える
ことを特徴とする
【００１０】
　上記の課題を解決する第２の発明に係る内燃機関制御装置は、第１の発明に係る内燃機
関制御装置において、
　前記位相判定手段は、前記放電計測手段によって計測された前記中心電極と前記接地電
極との間の、放電電圧値又は放電電流値の少なくともどちらか一方に基づき前記点火プラ
グの放電し易さを計測し、前記放電し易さを予め設定された閾値と比較することで前記中
心電極と前記接地電極の位相を判定する
ことを特徴とする。
【００１１】
　上記の課題を解決する第３の発明に係る内燃機関制御装置は、第１の発明又は第２の発
明に係る内燃機関制御装置において、
　前記放電し易さの度合いが予め設定された閾値より高いときには、ガス流動に対する前
記中心電極と前記接地電極の位相が、燃焼室内のガスの流動方向に沿った状態にあると判
定する
ことを特徴とする。
【００１２】
　上記の課題を解決する第４の発明に係る内燃機関制御装置は、第３の発明に係る内燃機
関制御装置において、
　前記位相判定手段は、前記放電計測手段によって計測された前記中心電極と前記接地電
極との間の、放電電圧値又は放電電流値の少なくともどちらか一方の変位に基づいて前記
点火プラグの放電し易さを計測する
ことを特徴とする。
【００１３】
　上記の課題を解決する第５の発明に係る内燃機関制御装置は、第３の発明に係る内燃機
関制御装置において、
　前記位相判定手段は、前記放電計測手段によって計測された前記中心電極と前記接地電
極との間の、放電電圧値又は放電電流値の少なくともどちらか一方で計測される放電時間
に基づいて前記点火プラグの放電し易さを計測する
ことを特徴とする。
【００１４】
　上記の課題を解決する第６の発明に係る内燃機関制御装置は、第１の発明から第５の発
明のいずれかひとつに係る内燃機関制御装置において、



(5) JP 2010-65548 A 2010.3.25

10

20

30

40

50

　前記制御手段は、前記位相判定手段で判定された位相に応じて、燃料噴射時期と点火時
期との間の時間の間隔を変更する
ことを特徴とする。
【００１５】
　上記の課題を解決する第７の発明に係る内燃機関制御装置は、第１の発明から第６の発
明のいずれかひとつに係る内燃機関制御装置において、
　前記制御手段は、前記位相判定手段で判定された位相に応じて、触媒暖機時の点火時期
を変更する
ことを特徴とする。
【００１６】
　上記の課題を解決する第８の発明に係る内燃機関制御装置は、第１の発明から第７の発
明のいずれかひとつに係る内燃機関制御装置において、
　前記内燃機関は、運転状態に応じて、少なくともインジェクタから噴射される燃料を直
接的に前記点火プラグに輸送する直接供給方式と、インジェクタから噴射される燃料をピ
ストン頂面で案内して前記点火プラグに輸送する間接供給方式とを切り替え可能とし、
　前記制御手段は、前記位相判定手段により前記点火プラグの放電し易さの度合いが低い
位相と判定されたとき、前記直接供給方式の使用を制限する
ことを特徴とする。
【００１７】
　上記の課題を解決する第９の発明に係る内燃機関制御装置は、第１の発明から第８の発
明のいずれかひとつに係る内燃機関制御装置において、
　前記放電計測手段によって計測された、前記点火プラグにおける放電時の前記中心電極
と前記接地電極との間の、放電電圧値又は放電電流値の少なくともどちらか一方に基づき
前記点火プラグの放電し易さ度合いを計測し、前記位相判定手段にて判定された位相の放
電し易さ度合いと比較し、放電し易さ度合いが所定以上低下したとき前記点火プラグが消
耗したと判定する消耗判定手段
を備える
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、各気筒における点火プラグのプラグ位相を判定し、このプラグ位相に
応じて失火を防止する制御を行うことができる内燃機関制御装置を実現することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明に係る内燃機関制御装置の実施形態について図を用いて説明する。ここで
、図１は本発明に係る内燃機関制御装置の構成を示した模式図、図２は本発明に係る内燃
機関制御装置におけるプラグ位相を示した模式図、図３は本発明に係る内燃機関制御装置
における各プラグ位相を示した模式図、図４は本発明に係る内燃機関制御装置におけるプ
ラグ位相０°の場合とプラグ位相９０°の場合の点火プラグの側面図、図５は本発明に係
る内燃機関制御装置におけるプラグ位相０°における点火放電時の二次電流及び二次電圧
の波形を示した図、図６は本発明に係る内燃機関制御装置におけるプラグ位相４５°にお
ける点火放電時の二次電流及び二次電圧の波形を示した図、図７は本発明に係る内燃機関
制御装置におけるプラグ位相９０°における点火放電時の二次電流及び二次電圧の波形を
示した図、図８は本発明に係る内燃機関制御装置におけるプラグ位相１３５°における点
火放電時の二次電流及び二次電圧の波形を示した図、図９は本発明に係る内燃機関制御装
置におけるプラグ位相１８０°における点火放電時の二次電流及び二次電圧の波形を示し
た図、図１０は本発明に係る内燃機関制御装置における平均二次電圧ＶAVE、放電要求電
圧ＶDIS及び放電期間ＴSPARKの例を示した図、図１１は本発明に係る内燃機関制御装置に
おける第１のプラグ位相判定処理を示したフローチャート、図１２は本発明に係る内燃機
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関制御装置における第２のプラグ位相判定処理を示したフローチャート、図１３は本発明
に係る内燃機関制御装置における放電の吹き消えの例を示した図、図１４は本発明に係る
内燃機関制御装置における第３のプラグ位相判定処理を示したフローチャート、図１５は
本発明に係る内燃機関制御装置における第１の内燃機関制御処理を示したフローチャート
、図１６は本発明に係る内燃機関制御装置における第２の内燃機関制御処理を示したフロ
ーチャート、図１７は本発明に係る内燃機関制御装置における第３の内燃機関制御処理を
示したフローチャート、図１８は本発明に係る内燃機関制御装置における第４の内燃機関
制御処理を示したフローチャート、図１９は本発明に係る内燃機関制御装置における運転
ゾーンマップの例を示した図、図２０は本発明に係る内燃機関制御装置における第５の内
燃機関制御処理を示したフローチャートである。
【００２０】
〔装置構成〕
　はじめに、本発明に係る内燃機関制御装置の装置構成について説明する。
　図１に示すように、本発明に係る内燃機関制御装置は、気筒（燃焼室）内に供給された
混合気に放電により点火する点火プラグ１と、点火プラグ１に放電するための電気エネル
ギーを供給する点火コイル１０と、車両全体の各種の車載装置等を制御しているＥＣＵ２
０とにより構成されている。
【００２１】
　そして、点火プラグ１は、点火プラグ１の中心に形成された中心電極２と、この中心電
極２の側方に位置し先端が中心電極２の先端と対向する形状に形成された接地電極３とを
備えている。点火コイル１０は、一次電流ｉ１が流れる一次コイル１１と二次電流ｉ２が
流れる二次コイル１２とを備えている。ＥＣＵ２０は、吸入空気量ＩｎQ、吸気温ＩｎT、
大気圧ＩｎP及びアクセル開度等ＳｌL等の各種の車両の情報を取得し、これらの情報を基
に各種演算処理を行う汎用的なＣＰＵ２１と、ＣＰＵ２１における演算結果や予め記憶す
る各種マップや各種の車両情報を記憶する汎用的な記憶装置２２を備えている。
【００２２】
　点火プラグ１の接地電極３は接地されている。点火コイル１０における二次コイル１２
は、一方の端子は点火プラグ１の中心電極２と接続されており、他方の端子は二次コイル
１２を流れる、すなわち、点火プラグ１の放電時には中心電極２と接地電極３との間に流
れる放電電流を判定する二次電流検出手段４に接続されている。また、二次電流検出手段
４の二次コイル１２と接続された端子と反対側の端子は接地されている。
【００２３】
　点火プラグ１の中心電極２と点火コイル１０の二次コイル１２との間の回路上に、二次
コイル１２に生じる、すなわち、点火プラグ１の放電時には中心電極２と接地電極３との
間に生じる放電電圧を判定する二次電圧検出手段５が接続されている。また、二次電圧検
出手段５の点火プラグ１の中心電極２及び二次コイル１２と接続された端子と反対側の端
子は接地されている。
【００２４】
　点火コイル１０における一次コイル１１は、一方の端子が電源３０と接続されており、
他方の端子がスイッチング素子４０のゲート端子Ｇ以外の端子と接続されている。また、
スイッチング素子４０の一次コイル１１と接続されたゲート端子Ｇ以外の端子と反対側の
ゲート端子Ｇ以外の端子は接地されている。
【００２５】
　ＥＣＵ２０は電源３０と接続されており、これによりＣＰＵ２１及び記憶装置２２は動
作のための電力の供給を受けている。ＥＣＵ２０は、点火信号ｉｇsを出力するためにス
イッチング素子４０のゲート端子Ｇと接続されている。また、ＥＣＵ２０は、二次電流値
ｉ2sを取得するため二次電流検出手段４と接続されており、二次電圧値ｖ2sを取得するた
め二次電圧検出手段５と接続されている。
【００２６】
〔点火プラグの位相判定原理〕
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　次に、本発明に係る内燃機関制御装置における、プラグ位相の判定原理について説明す
る。ここでは筒内直接噴射式内燃機関を例に説明する。
　図２に示すように、接地電極３が高圧燃料噴射弁（インジェクタ）７から噴射された噴
霧６（ガス流動）の中心電極２への輸送を遮らない噴霧６の下流側の位置にある場合をプ
ラグ位相０°とし、接地電極３が噴霧６の中心電極２への輸送を遮り噴霧６の上流側の位
置にある場合をプラグ位相１８０°とする。なお、図２においては、例として、プラグ位
相０°の場合を示している。
【００２７】
　ここで、各プラグ位相における点火プラグ１の接地電極３の位置を示す。図３（ａ）は
プラグ位相０°、図３（ｂ）はプラグ位相４５°、図３（ｃ）はプラグ位相９０°、図３
（ｄ）はプラグ位相１３５°、図３（ｅ）はプラグ位相１８０°の場合の点火プラグ１の
接地電極３の位置を示している。
【００２８】
　ここで、プラグ位相０°の場合とプラグ位相９０°の場合の点火プラグ１の放電の様子
について説明する。なお、図４（ａ）はプラグ位相０°の場合の点火プラグ１の側面図、
図４（ｂ）はプラグ位相９０°の場合の点火プラグ１の側面図である。
　図４（ａ）に示すプラグ位相０°の場合、中心電極２と接地電極３との間の放電が噴霧
６により流されたとしても、吹き流された先にも接地電極３が存在するため図４（ａ）中
に矢印で示すように放電することができる。
　これに対し、図４（ｂ）に示すプラグ位相９０°の場合、中心電極２と接地電極３との
間の放電が噴霧６により流されると、接地電極３が存在しないため図４（ｂ）中に矢印ｄ
で示す放電が吹き消えてしまう。
【００２９】
　次に、プラグ位相により点火プラグ１における点火放電時の二次電流及び二次電圧の波
形が変化する様子について説明する。
　図５はプラグ位相０°、図６はプラグ位相４５°、図７はプラグ位相９０°、図８はプ
ラグ位相１３５°、図９はプラグ位相１８０°の場合の点火プラグ１の点火放電時の二次
電流及び二次電圧の波形の一例を示している。
【００３０】
　図５～９より、点火プラグ１における点火放電時の平均放電電圧、つまり、点火放電時
の平均二次電圧ＶAVEは、プラグ位相１８０°の場合が最も低く、プラグ位相１３５°が
最も高くなっている。なお、図５～９では、平均二次電圧ＶAVEは、「プラグ位相１８０
°＜プラグ位相０°＜プラグ位相４５°＜プラグ位相９０°＜プラグ位相１３５°」とな
っている。
【００３１】
　そして、より低い電圧で放電が可能な程、より放電しやすいということができるため、
放電しやすさは、「プラグ位相１３５°＜プラグ位相９０°＜プラグ位相４５°＜プラグ
位相０°＜プラグ位相１８０°」となっていることが分かる。
【００３２】
　また、点火プラグ１における点火放電時の放電期間ＴSPARKも、プラグ位相１８０°の
場合が最も長く、プラグ位相１３５°が最も短くなっている。なお、図５～９では、放電
期間ＴSPARKは、「プラグ位相１３５°＜プラグ位相９０°＜プラグ位相４５°＜プラグ
位相０°＜プラグ位相１８０°」となっている。
【００３３】
　そして、より長く放電が可能な程、より放電しやすいということができるため、放電し
やすさは、「プラグ位相１３５°＜プラグ位相９０°＜プラグ位相４５°＜プラグ位相０
°＜プラグ位相１８０°」となっていることが分かる。
【００３４】
　したがって、点火プラグ１の点火放電時の平均二次電圧ＶAVE及び放電期間ＴSPARKを検
出することにより点火プラグ１の放電しやすさを判定することができるため、プラグ位相
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を判定することができるということになる。また、後述する点火プラグ１における点火放
電時の放電の吹き消え回数ＮTを検出することによっても放電しやすさを判定することが
できるため、点火プラグ１における点火放電時の放電の吹き消え回数ＮTに基づきプラグ
位相を判定することもできる。
【００３５】
　なお、ここで示した各プラグ位相における点火放電時の二次電圧及び二次電流の波形は
一例を示したものに過ぎず、エンジンの種類や、同種のエンジンであっても個体差や各種
の設定等により変化するものであるが、各プラグ位相における点火放電時の平均二次電圧
ＶAVE及び放電期間ＴSPARKの変化の傾向自体は同様であるため、点火プラグ１における点
火放電時の平均二次電圧ＶAVE及び放電期間ＴSPARKの値からプラグ位相を判定する判定原
理を一般化し、種々のエンジンの各気筒におけるプラグ位相の判定に適用することが可能
である。
【００３６】
　そして、本実施形態においては、上述した点火プラグ１における点火放電時の平均二次
電圧ＶAVE及び放電期間ＴSPARKの計測結果に基づき放電しやすさに応じ、図２に示すよう
に、プラグ位相１８０°を含む範囲をＰｈａｓｅＡとし、プラグ位相０°を含む範囲をＰ
ｈａｓｅＢとし、プラグ位相９０°を含む範囲をＰｈａｓｅＣとし、ＰｈａｓｅＡとＰｈ
ａｓｅＣとの間の範囲をＰｈａｓｅＤと範囲を設定した。
【００３７】
〔平均二次電圧、放電要求電圧及び放電期間に基づく位相判定〕
　次に、二次電圧及び二次電流に基づく点火プラグ１における点火放電時の平均二次電圧
ＶAVE、放電要求電圧ＶDIS及び放電期間ＴSPARKの算出方法について、図１０を参照しな
がら説明する。
【００３８】
　二次電圧検出手段５は、点火放電時の二次電圧値ｖ2sをＡ／Ｄ変換して、この変換結果
をＥＣＵ２０へ出力する。ＥＣＵ２０は、二次電圧検出手段５から出力された二次電圧値
ｖ2sを基に、ＥＣＵ２０における平均二次電圧ＶAVEの演算期間である平均二次電圧演算
期間ＴAVE中の二次電圧値ｖ2sの平均値である平均二次電圧ＶAVEを演算する。
【００３９】
　また、二次電圧検出手段５は、点火放電時の二次電圧値ｖ2sをＡ／Ｄ変換して、この変
換結果をＥＣＵ２０へ出力する。ＥＣＵ２０は、二次電圧検出手段５から出力された点火
放電時の二次電圧値ｖ2sを基に、放電開始時の放電電圧である放電要求電圧ＶDISを演算
する。
【００４０】
　さらに、二次電流検出手段４は、点火放電時の二次電流値ｉ2sをＡ／Ｄ変換して、この
変換結果をＥＣＵ２０へ出力する。ＥＣＵ２０は、二次電流検出手段４から出力された二
次電流値ｉ2sを基に、放電電流の継続期間である放電期間ＴSPARKを演算する。
【００４１】
＜第１のプラグ位相判定処理＞
　次に、平均二次電圧ＶAVEからプラグ位相を判定する第１のプラグ位相判定処理の手順
について説明する。ここで、判定電圧ＶA，ＶB，ＶCは、「ＶA＜ＶB＜ＶC」とする。また
、プラグ位相は、点火プラグ１の交換を実施するまではプラグ位相が変化することはない
ため、第１のプラグ位相判定処理を１度行えば点火プラグ１の交換を実施するまでは再度
実施する必要はない。
【００４２】
　図１１に示すように、ステップＳ１０において、ＥＣＵ２０は、記憶装置２２に記憶し
た情報を基に、プラグ位相が未判定であるかどうか判断する。ＥＣＵ２０は、プラグ位相
が未判定である場合、ステップＳ１１を実行する。また、ＥＣＵ２０は、プラグ位相が未
判定でない場合、第１のプラグ位相判定処理を終了する。
【００４３】
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　ステップＳ１１において、ＥＣＵ２０は、各種の車両情報を基に、低負荷運転や成層リ
ーン運転等のプラグ位相の判定を行える運転条件であるかどうか判断する。ＥＣＵ２０は
、プラグ位相の判定を行える運転条件の場合、ステップＳ１２を実行する。また、ＥＣＵ
２０は、プラグ位相の判定を行える運転条件でない場合、第１のプラグ位相判定処理を終
了する。
【００４４】
　ステップＳ１２において、ＥＣＵ２０は、各気筒における二次電圧値ｖ2sを読み込む。
ＥＣＵ２０は、ステップＳ１２の実行後、ステップＳ１３を実行する。
　ステップＳ１３において、ＥＣＵ２０は、各気筒における平均二次電圧ＶAVEを演算す
る。ＥＣＵは、ステップＳ１３の実行後、ステップＳ１４を実行する。
【００４５】
　ステップＳ１４において、ＥＣＵ２０は、各気筒における平均二次電圧ＶAVEが判定電
圧ＶAよりも小さいかどうか判断する。ＥＣＵ２０は、各気筒における平均二次電圧ＶAVE

が判定電圧ＶAよりも小さい場合、ステップＳ１５を実行する。また、ＥＣＵ２０は、各
気筒における平均二次電圧ＶAVEが判定電圧ＶAよりも小さくない場合、ステップＳ１６を
実行する。
　ステップＳ１５において、ＥＣＵ２０は、各気筒におけるプラグ位相をＰｈａｓｅＡと
判定する。ＥＣＵ２０は、ステップＳ１５の実行後、ステップＳ２１を実行する。
【００４６】
　ステップＳ１６において、ＥＣＵ２０は、各気筒における平均二次電圧ＶAVEが判定電
圧ＶBよりも小さいかどうか判断する。ＥＣＵ２０は、各気筒における平均二次電圧ＶAVE

が判定電圧ＶBよりも小さい場合、ステップＳ１７を実行する。また、ＥＣＵ２０は、各
気筒における平均二次電圧ＶAVEが判定電圧ＶBよりも小さくない場合、ステップＳ１８を
実行する。
　ステップＳ１７において、ＥＣＵ２０は、各気筒におけるプラグ位相をＰｈａｓｅＢと
判定する。ＥＣＵ２０は、ステップＳ１７の実行後、ステップＳ２１を実行する。
【００４７】
　ステップＳ１８において、ＥＣＵ２０は、各気筒における平均二次電圧ＶAVEが判定電
圧ＶCよりも小さいかどうか判断する。ＥＣＵ２０は、各気筒における平均二次電圧ＶAVE

が判定電圧ＶCよりも小さい場合、ステップＳ１９を実行する。また、ＥＣＵ２０は、各
気筒における平均二次電圧ＶAVEが判定電圧ＶCよりも小さくない場合、ステップＳ２０を
実行する。
　ステップＳ１９において、ＥＣＵ２０は、各気筒におけるプラグ位相をＰｈａｓｅＣと
判定する。ＥＣＵ２０は、ステップＳ１９の実行後、ステップＳ２１を実行する。
【００４８】
　ステップＳ２０において、ＥＣＵ２０は、各気筒におけるプラグ位相をＰｈａｓｅＤと
判定する。ＥＣＵ２０は、ステップＳ２０の実行後、ステップＳ２１を実行する。
　ステップＳ２１において、ＥＣＵ２０は、各気筒におけるプラグ位相を記憶装置２２に
判定済みとして記憶する。ＥＣＵは、ステップＳ２１の実行後、第１のプラグ位相判定処
理を終了する。
　以上説明した第１のプラグ位相判定処理により、平均二次電圧ＶAVEからプラグ位相を
判定することができる。
【００４９】
＜第２のプラグ位相判定処理＞
　次に、放電期間ＴSPARKからプラグ位相を判定する第２のプラグ位相判定処理の手順に
ついて説明する。ここで、判定放電期間ＴA，ＴB，ＴCは、「ＴA＞ＴB＞ＴC」とする。ま
た、プラグ位相は、点火プラグ１の交換を実施するまではプラグ位相が変化することはな
いため、第２のプラグ位相判定処理を１度行えば点火プラグ１の交換を実施するまでは再
度実施する必要はない。
【００５０】
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　図１２に示すように、ステップＳ３０において、ＥＣＵ２０は、記憶装置２２に記憶し
た情報を基に、プラグ位相が未判定であるかどうか判断する。ＥＣＵ２０は、プラグ位相
が未判定である場合、ステップＳ３１を実行する。また、ＥＣＵ２０は、プラグ位相が未
判定でない場合、第２のプラグ位相判定処理を終了する。
【００５１】
　ステップＳ３１において、ＥＣＵ２０は、各種の車両情報を基に、低負荷運転や成層リ
ーン運転等のプラグ位相の判定が行える運転条件であるかどうか判断する。ＥＣＵ２０は
、プラグ位相の判定が行える運転条件の場合、ステップＳ３２を実行する。また、ＥＣＵ
２０は、プラグ位相の判定が行える運転条件でない場合、第２のプラグ位相判定処理を終
了する。
【００５２】
　ステップＳ３２において、ＥＣＵ２０は、各気筒における二次電流値ｉ2sを読み込む。
ＥＣＵ２０は、ステップＳ３２の実行後、ステップＳ３３を実行する。
　ステップＳ３３において、ＥＣＵ２０は、各気筒における放電期間ＴSPARKを演算する
。ＥＣＵ２０は、ステップＳ３３の実行後、ステップＳ３４を実行する。
【００５３】
　ステップＳ３４において、ＥＣＵ２０は、各気筒における放電期間ＴSPARKが判定放電
期間ＴAよりも長いかどうか判断する。ＥＣＵ２０は、各気筒における放電期間ＴSPARKが
判定放電期間ＴAよりも長い場合、ステップＳ３５を実行する。また、ＥＣＵ２０は、各
気筒における放電期間ＴSPARKが判定放電期間ＴAよりも長くない場合、ステップＳ３６を
実行する。
　ステップＳ３５において、ＥＣＵ２０は、各気筒におけるプラグ位相をＰｈａｓｅＡと
判定する。ＥＣＵ２０は、ステップＳ３５の実行後、ステップＳ４１を実行する。
【００５４】
　ステップＳ３６において、ＥＣＵ２０は、各気筒における放電期間ＴSPARKが判定放電
期間ＴBよりも長いかどうか判断する。ＥＣＵ２０は、各気筒における放電期間ＴSPARKが
判定放電期間ＴBよりも長い場合、ステップＳ３７を実行する。また、ＥＣＵ２０は、各
気筒における放電期間ＴSPARKが判定放電期間ＴBよりも長くない場合、ステップＳ３８を
実行する。
　ステップＳ３７において、ＥＣＵ２０は、各気筒におけるプラグ位相をＰｈａｓｅＢと
判定する。ＥＣＵ２０は、ステップＳ３７の実行後、ステップＳ４１を実行する。
【００５５】
　ステップＳ３８において、ＥＣＵ２０は、各気筒における放電期間ＴSPARKが判定放電
期間ＴCよりも長いかどうか判断する。ＥＣＵ２０は、各気筒における放電期間ＴSPARKが
判定放電期間ＴCよりも長い場合、ステップＳ３９を実行する。また、ＥＣＵ２０は、各
気筒における放電期間ＴSPARKが判定放電期間ＴCよりも長くない場合、ステップＳ４０を
実行する。
　ステップＳ３９において、ＥＣＵ２０は、各気筒におけるプラグ位相をＰｈａｓｅＣと
判定する。ＥＣＵ２０は、ステップＳ３９の実行後、ステップＳ４１を実行する。
【００５６】
　ステップＳ４０において、ＥＣＵ２０は、各気筒におけるプラグ位相をＰｈａｓｅＤと
判定する。ＥＣＵ２０は、ステップＳ４０の実行後、ステップＳ４１を実行する。
　ステップＳ４１において、ＥＣＵ２０は、各気筒におけるプラグ位相を記憶装置２２に
判定済みとして記憶する。ＥＣＵ２０は、ステップＳ４１の実行後、第２のプラグ位相判
定処理を終了する。
　以上説明した第２のプラグ位相判定処理により、放電期間ＴSPARKからプラグ位相を判
定することができる。
【００５７】
〔吹き消え回数に基づく位相判定〕
　次に、二次電圧及び二次電流に基づく点火プラグ１における点火放電時の放電の吹き消
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え回数ＮTの算出方法について図１３を参照しながら説明する。
　二次電圧検出手段５は、点火放電時の二次電圧値ｖ2sをＡ／Ｄ変換して、この変換結果
をＥＣＵ２０へ出力する。ＥＣＵ２０は、二次電圧検出手段５から出力された二次電圧値
ｖ2sを基に、例えば、放電期間ＴSPARK内に二次電圧値ｖ2sが所定の値を超えた回数をカ
ウントして放電の吹き消え回数ＮTを演算する。なお、図１３中矢印Ｉで示す部分が吹き
消え後に再放電が発生した部分である。図１３に示すように、吹き消えが発生すると、再
放電時に絶縁破壊に到る電圧まで二次電圧値ｖ2sが上昇する。
【００５８】
　二次電流検出手段４は、点火放電時の二次電流値ｉ2sをＡ／Ｄ変換して、この変換結果
をＥＣＵ２０へ出力する。ＥＣＵ２０は、二次電流検出手段４から出力された二次電流値
ｉ2sを基に、例えば、放電期間ＴSPARK内に二次電流値ｉ2sが所定の値を下回った回数を
カウントして放電の吹き消え回数ＮTを演算する。なお、図１３中矢印Ｉで示す部分が吹
き消えが発生した部分である。図１３に示すように、吹き消えが発生すると、二次電流値
ｉ2sは０となる。
【００５９】
＜第３のプラグ位相判定処理＞
　次に、放電の吹き消え回数ＮTからプラグ位相を判定する第３のプラグ位相判定処理の
手順について説明する。ここで、判定吹き消え回数ＮA，ＮB，ＮCは、「ＮA＜ＮB＜ＮC」
とする。また、プラグ位相は、点火プラグ１の交換を実施するまではプラグ位相が変化す
ることはないため、第３のプラグ位相判定処理を１度行えば点火プラグ１の交換を実施す
るまでは再度実施する必要はない。
【００６０】
　図１４に示すように、ステップＳ５０において、ＥＣＵ２０は、記憶装置２２に記憶し
た情報を基に、プラグ位相が未判定であるかどうか判断する。ＥＣＵ２０は、プラグ位相
が未判定である場合、ステップＳ５１を実行する。また、ＥＣＵ２０は、プラグ位相が未
判定でない場合、第３のプラグ位相判定処理を終了する。
【００６１】
　ステップＳ５１において、ＥＣＵ２０は、各種の車両情報を基に、低負荷運転や成層リ
ーン運転等のプラグ位相の判定が行える運転条件であるかどうか判断する。ＥＣＵ２０は
、プラグ位相の判定が行える運転条件の場合、ステップＳ５２を実行する。また、ＥＣＵ
２０は、プラグ位相の判定が行える運転条件でない場合、第３のプラグ位相判定処理を終
了する。
【００６２】
　ステップＳ５２において、ＥＣＵ２０は、各気筒における二次電流値ｉ2s又は二次電圧
値ｖ2sを読み込む。ＥＣＵ２０は、ステップＳ５２の実行後、ステップＳ５３を実行する
。
　ステップＳ３１３において、ＥＣＵ２０は、各気筒における吹き消え回数ＮTを演算す
る。ＥＣＵ２０は、ステップＳ５３の実行後、ステップＳ５４を実行する。
【００６３】
　ステップＳ５４において、ＥＣＵ２０は、各気筒における吹き消え回数ＮTが判定吹き
消え回数ＮAよりも少ないかどうか判断する。ＥＣＵ２０は、各気筒における吹き消え回
数ＮTが判定吹き消え回数ＮAよりも少ない場合、ステップＳ５５を実行する。また、ＥＣ
Ｕ２０は、各気筒における吹き消え回数ＮTが判定吹き消え回数ＮAよりも少なくない場合
、ステップＳ５６を実行する。
　ステップＳ５５において、ＥＣＵ２０は、各気筒におけるプラグ位相をＰｈａｓｅＡと
判定する。ＥＣＵ２０は、ステップＳ５５の実行後、ステップＳ６１を実行する。
【００６４】
　ステップＳ５６において、ＥＣＵ２０は、各気筒における吹き消え回数ＮTが判定吹き
消え回数ＮBよりも少ないかどうか判断する。ＥＣＵ２０は、各気筒における吹き消え回
数ＮTが判定吹き消え回数ＮBよりも少ない場合、ステップＳ５７を実行する。また、ＥＣ
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Ｕ２０は、各気筒における吹き消え回数ＮTが判定吹き消え回数ＮBよりも少なくない場合
、ステップＳ５８を実行する。
　ステップＳ５７において、ＥＣＵ２０は、各気筒におけるプラグ位相をＰｈａｓｅＢと
判定する。ＥＣＵ２０は、ステップＳ５７の実行後、ステップＳ６１を実行する。
【００６５】
　ステップＳ５８において、ＥＣＵ２０は、各気筒における吹き消え回数ＮTが判定吹き
消え回数ＮCよりも少ないかどうか判断する。ＥＣＵ２０は、各気筒における吹き消え回
数ＮTが判定吹き消え回数ＮCよりも少ない場合、ステップＳ５９を実行する。また、ＥＣ
Ｕ２０は、各気筒における吹き消え回数ＮTが判定吹き消え回数ＮCよりも少なくない場合
、ステップＳ６０を実行する。
　ステップＳ５９において、ＥＣＵ２０は、各気筒におけるプラグ位相をＰｈａｓｅＣと
判定する。ＥＣＵ２０は、ステップＳ５９の実行後、ステップＳ６１を実行する。
【００６６】
　ステップＳ６０において、ＥＣＵ２０は、各気筒におけるプラグ位相をＰｈａｓｅＤと
判定する。ＥＣＵ２０は、ステップＳ６０の実行後、ステップＳ６１を実行する。
　ステップＳ６１において、ＥＣＵ２０は、各気筒におけるプラグ位相を記憶装置２２に
判定済みとして記憶する。ＥＣＵ２０は、ステップＳ６１の実行後、第３のプラグ位相判
定処理を終了する。
　以上説明した第３のプラグ位相判定処理により、放電の吹き消え回数からプラグ位相を
判定することができる。
【００６７】
〔プラグ位相に応じた内燃機関制御処理〕
　次に、上述したようにして求めたプラグ位相に応じ内燃機関の制御を行う内燃機関制御
処理の手順について説明する。ここでは筒内直接噴射式内燃機関を例に説明する。
＜第１のプラグ位相に応じた内燃機関制御処理＞
　はじめに、プラグ位相に基づき通電期間を補正して放電時のエネルギーをアップする点
火の制御を行う第１のプラグ位相に応じた内燃機関制御処理の手順について説明する。
【００６８】
　図１５に示すように、ステップＳ７０において、ＥＣＵ２０は、各種の車両情報を基に
、成層リーンスプレーガイド運転であるかどうか判断する。ＥＣＵ２０は、成層リーンス
プレーガイド運転条件の場合、ステップＳ７１を実行する。また、ＥＣＵ２０は、成層リ
ーンスプレーガイド運転条件でない場合、第１のプラグ位相に応じた内燃機関制御処理を
終了する。
【００６９】
　ステップＳ７１において、ＥＣＵ２０は、記憶装置２２に記憶した情報を基に、プラグ
位相が判定済みであるかどうか判断する。ＥＣＵ２０は、プラグ位相が判定済みである場
合、ステップＳ７２を実行する。また、ＥＣＵ２０は、プラグ位相が未判定の場合、ステ
ップＳ７４に移行し、上述した第１～第３のプラグ位相判定処理の内の少なくともいずれ
かひとつを実行する。
【００７０】
　ステップＳ７２において、ＥＣＵ２０は、記憶装置２２に記憶した各気筒における通電
期間補正係数マップを読み込む。ここで、通電期間補正係数マップを下記表１に示す。ま
た、通電期間補正係数ｋは、「ｋA＜ｋB＜ｋC＜ｋD」とする。ＥＣＵ２０は、ステップＳ
７２の実行後、ステップＳ７３を実行する。
【表１】

【００７１】
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　ステップＳ７３において、ＥＣＵ２０は、各気筒における通電期間ＴDWELをｋ×ＴDWEL

と変更（つまり、ＴDWEL→ｋ×ＴDWEL）して、通電期間ＴDWELを補正する。ＥＣＵ２０は
、ステップＳ７３の実行後、第１の内燃機関制御処理を終了する。
【００７２】
　以上説明した第１のプラグ位相に応じた内燃機関制御処理により、プラグ位相に基づき
通電期間ＴDWELを補正して放電時のエネルギーをアップすることができる。これにより、
放電し難い点火プラグ位相であっても放電しやすくなるため、失火を防止することができ
る。
【００７３】
＜第２の内燃機関制御処理＞
　次に、プラグ位相に基づき燃料噴射時期と点火時期との間の時間の間隔を拡大する内燃
機関の制御を行う第２のプラグ位相に応じた内燃機関制御処理の手順について説明する。
なお、本実施形態においては、燃料噴射時期と点火時期とのインターバルの拡大は、噴射
時期を固定して点火時期を遅らせるか、又は、点火時期を固定して噴射時期を早めること
により実現する。以下では後者の場合を例に説明する。
【００７４】
　図１６に示すように、ステップＳ８０において、ＥＣＵ２０は、各種の車両情報を基に
、成層リーンスプレーガイド運転条件であるかどうか判断する。ＥＣＵ２０は、成層リー
ンスプレーガイド運転条件の場合、ステップＳ８１を実行する。また、ＥＣＵ２０は、成
層リーンスプレーガイド運転条件でない場合、第２のプラグ位相に応じた内燃機関制御処
理を終了する。
【００７５】
　ステップＳ８１において、ＥＣＵ２０は、記憶装置２２に記憶した情報を基に、プラグ
位相が判定済みであるかどうか判断する。ＥＣＵ２０は、プラグ位相が判定済みである場
合、ステップＳ８２を実行する。また、ＥＣＵ２０は、プラグ位相が未判定の場合、ステ
ップＳ８４に移行し、上述した第１～第３のプラグ位相判定処理の内の少なくともいずれ
かひとつを実行する。
【００７６】
　ステップＳ８２において、ＥＣＵ２０は、記憶装置２２に記憶した各気筒における燃料
噴射時期補正量マップを読み込む。ここで、燃料噴射時期補正量マップを下記表２に示す
。また、燃料噴射時期補正量ｔADVは、「ｔA＜ｔB＜ｔC＜ｔD」とする。ＥＣＵ２０は、
ステップＳ８２の実行後、ステップＳ８３を実行する。
【表２】

【００７７】
　ステップＳ８３において、ＥＣＵ２０は、各気筒における燃料噴射時期ｔINJ（進角方
向を正の値とする）をｔINJ＋ｔADVと変更（つまり、ｔINJ→ｔINJ＋ｔADV）して、燃料
噴射時期ｔINJを補正する。ＥＣＵ２０は、ステップＳ８３の実行後、第２の内燃機関制
御処理を終了する。
【００７８】
　以上説明した第２のプラグ位相に応じた内燃機関制御処理により、プラグ位相に基づき
燃料噴射時期と点火時期とのインターバルを変更することができる。これにより、放電し
難い点火プラグ位相において、燃料噴射時期と点火時期のインターバルを拡大することで
放電位置の流速を低下させることができ、放電し難い点火プラグ位相であっても放電しや
すくなるため、失火を防止することができる。
【００７９】
＜第３の内燃機関制御処理＞
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　次に、プラグ位相に基づき分割噴射リーンモード運転時の分割噴射割合を変更する内燃
機関の制御を行う第３のプラグ位相に応じた内燃機関制御処理の手順について説明する。
【００８０】
　ここで、分割噴射とは、吸気行程と圧縮行程の２回に分けて、または圧縮行程中に２回
に分けて燃料を噴射するものであり、先の噴射を１回目の噴射とし、後の噴射を２回目の
噴射とし、１回目の噴射時の燃料噴射量をＦｕｅｌ1stとし、２回目の噴射時の燃料噴射
量をＦｕｅｌ2ndとした場合、１回目の燃料噴射割合Ｒ1stは下記式（１）により求めるこ
とができる。
【数１】

【００８１】
　また、圧縮行程の噴射を２回目の燃料噴射割合Ｒ2ndは下記式（２）により求めること
ができる。

【数２】

　なお、本実施形態においては、１回目の噴射時の燃料噴射量Ｆｕｅｌ1stと２回目の噴
射時の燃料噴射量Ｆｕｅｌ2ndとをトータルした燃料量を固定し、Ｆｕｅｌ1stを増やすこ
とにより、１回目の燃料噴射割合Ｒ1stと２回目の燃料噴射割合Ｒ2ndを変更するものとす
る。
【００８２】
　図１７に示すように、ステップＳ９０において、ＥＣＵ２０は、各種の車両情報を基に
、分割噴射リーンスプレーガイド運転条件であるかどうか判断する。ＥＣＵ２０は、分割
噴射リーンスプレーガイド運転条件の場合、ステップＳ９１を実行する。また、ＥＣＵ２
０は、分割噴射リーンスプレーガイド運転条件でない場合、第３のプラグ位相に応じた内
燃機関制御処理を終了する。
【００８３】
　ステップＳ９１において、ＥＣＵ２０は、記憶装置２２に記憶した情報を基に、プラグ
位相が判定済みであるかどうか判断する。ＥＣＵ２０は、プラグ位相が判定済みである場
合、ステップＳ９２を実行する。また、ＥＣＵ２０は、プラグ位相が未判定の場合、ステ
ップＳ９４に移行し、上述した第１～第３のプラグ位相判定処理の内の少なくともいずれ
かひとつを実行する。
【００８４】
　ステップＳ９２において、ＥＣＵ２０は、記憶装置２２に記憶した各気筒における１回
目噴射割合補正係数マップを読み込む。ここで、１回目噴射割合補正係数マップを下記表
３に示す。また、１回目噴射割合補正係数ｋ1stは、「ｋMA＜ｋMB＜ｋMC＜ｋMD」とする
。ＥＣＵ２０は、ステップＳ９２の実行後、ステップＳ９３を実行する。

【表３】

【００８５】
　ステップＳ９３において、ＥＣＵは、各気筒における１回目の燃料噴射割合Ｒ1stをｋ1

st×Ｒ1stと変更（つまり、Ｒ1st→ｋ1st×Ｒ1st）して、１回目の燃料噴射割合Ｒ1stを
補正する。ＥＣＵは、ステップＳ６０３の実行後、第３の内燃機関制御処理を終了する。
【００８６】
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　以上説明した第３のプラグ位相に応じた内燃機関制御処理により、プラグ位相に基づき
分割噴射リーンモード運転時の分割噴射割合を変更することができる。これにより、放電
し難い点火プラグ位相において１回目の燃料噴射割合を増やす（２回目の燃料噴射割合を
減らす）ことで放電位置の流速を低下させることができ、放電し難い点火プラグ位相であ
っても点火しやすくなるため、失火を防止することができる。
【００８７】
＜第４の内燃機関制御処理＞
　冷間運転時に触媒コンバータを早く活性化させるため、内燃機関は点火時期を遅角する
ことによって排気ガス温度を上昇させ、それにより触媒温度を上昇させるようにしている
。しかしながら、直接噴射火花点火式内燃機関のみならず、フローコントロールバルブ等
を装着したガソリンエンジンでも、吸気流動が速いため、放電の吹き消えが発生しやすい
。よって、点火プラグ１の位相によって、触媒暖機モード時の点火遅角限界が変化するた
め、点火プラグ１の位相に応じた内燃機関制御処理が必要となる。
　次に、上述した第１～第３の点火プラグ位相判定処理により求めた点火プラグ１の位相
に応じた内燃機関制御処理の手順について説明する。
【００８８】
　図１８に示すように、ステップＳ１００において、ＥＣＵ２０は、各種の車両情報を基
に、触媒の暖機を行う運転条件である触媒暖機モードであるかどうか判断する。ＥＣＵ２
０は、触媒暖機モードである場合、ステップＳ１０１を実行する。また、ＥＣＵ２０は、
触媒暖機モードでない場合、第４の内燃機関制御処理を終了する。
【００８９】
　ステップＳ１０１において、ＥＣＵ２０は、記憶装置２２に記憶した情報を基に、プラ
グ位相が判定済みであるかどうか判断する。プラグ位相が判定済みの場合、ステップＳ１
０２を実行する。また、プラグ位相が判定済みでない場合、第４の内燃機関制御処理を終
了する。
【００９０】
　ステップＳ１０２において、ＥＣＵ２０は、記憶装置２２に記憶した各気筒における点
火プラグ１の位相に応じて触媒暖機時の点火遅角量を変更する点火遅角補正量マップを読
み込む。ここで、点火遅角補正量マップを下記表４に示す。また、点火遅角補正量ＴWUA

，ＴWUB，ＴWUC，ＴWUDは、「ＴWUA＜ＴWUB＜ＴWUC＜ＴWUD」とする。ＥＣＵ２０は、ス
テップＳ１０２の実行後、ステップＳ１０３を実行する。
【表４】

【００９１】
　ステップＳ１０３において、ＥＣＵ２０は、各気筒における点火時期ＴSAを「ＴSA＋Ｔ

WUADV」（進角側を正とする）と変更（つまり、ＴSA→ＴSA＋ＴWUADV）して、点火時期Ｔ

SAを補正する。ＥＣＵ２０は、ステップＳ１０３の実行後、第４の内燃機関制御処理を終
了する。
【００９２】
　以上説明した第４の内燃機関制御処理により、プラグ位相に基づき触媒暖機時の点火時
期設定を変更することができる。これにより、触媒暖機時に点火安定性の悪い位相のみ点
火進角することで、触媒暖機効果と燃焼安定性を両立することができるため、触媒暖機時
の点火遅角量を大きくするなどのマッチングが可能となり、燃費を向上し、排ガスを低減
することができる。また、ここではプラグ位相に応じて点火時期の設定を変更したが、前
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【００９３】
＜第５の内燃機関制御処理＞
　次に、点火プラグ１の消耗度合に基づきリーン運転の許可領域を変更する内燃機関の制
御を行う点火プラグ１の消耗度合に応じた内燃機関制御処理の手順について説明する。
【００９４】
　ここで、リーン運転の許可領域を設定する運転ゾーンマップについて説明する。図１９
に示すように、運転ゾーンマップは、エンジン回転数と負荷との関係においてリーン運転
領域と予混合ストイキ／リッチ運転領域とを分けて設定している。
【００９５】
　また、リーン運転領域は、高圧燃料噴射弁７から噴射される燃料を直接的に前記点火プ
ラグ１に輸送するスプレーガイド方式（直接供給方式）が実施されるスプレーガイドリー
ン領域と、上述した分割噴射成層燃焼が実施される分割噴射リーン領域と、高圧燃料噴射
弁７から噴射される燃料をピストン頂面で案内して前記点火プラグ１に輸送するウォール
ガイド方式（間接供給方式）が実施されるウォールガイドリーン領域とに分かれている。
【００９６】
　ここで、図１９に示すように、ウォールガイドリーン領域はエンジン回転数が「０≦Ｎ
Ｅ１」の範囲内にあり負荷が「０≦ＰＥ１」の範囲内にあるものとし、分割噴射リーン領
域はエンジン回転数が「ＮＥｗｓ≦ＮＥ１」の範囲内にあり負荷が「ＰＥｓｄ≦ＰＥｄｗ
」の範囲内にあるものとし、スプレーガイドリーン領域はエンジン回転数が「ＮＥｗｓ≦
ＮＥ１」の範囲内にあり負荷が「０≦ＰＥｓｄ」の範囲にあるものとする。
【００９７】
　図２０に示すように、ステップＳ１１０において、ＥＣＵ２０は、各種の車両情報を基
に、成層リーンスプレーガイド運転条件であるかどうか判断する。ＥＣＵ２０は、成層リ
ーンスプレーガイド運転条件の場合、ステップＳ１１１を実行する。また、ＥＣＵ２０は
、成層リーンスプレーガイド運転条件でない場合、プラグの消耗に応じた内燃機関制御処
理を終了する。
【００９８】
　ステップＳ１１１において、ＥＣＵ２０は、記憶装置２２に記憶した情報を基に、プラ
グの消耗が判定済みであるかどうか判断する。ＥＣＵ２０は、プラグの消耗が判定済みで
ある場合、ステップＳ１１２を実行する。また、ＥＣＵ２０は、プラグの消耗が未判定の
場合、ステップＳ１１５に移行し、上述したプラグの消耗判定処理を実行する。
【００９９】
　ここで、点火プラグ１の消耗度合の判定方法について説明する。点火プラグ１は消耗が
進むと放電し難くなる。そして、点火プラグ１における放電時の放電要求電圧ＶDIS、平
均二次電圧ＶAVEは高くなり、放電期間ＴSPARKは短くなる。このため、各気筒における点
火プラグ１の消耗度合に応じた放電要求電圧ＶDIS、平均二次電圧ＶAVE及び放電期間ＴSP

ARKを設定し、点火プラグ１における放電時の前記中心電極２と前記接地電極３との間の
電圧値又は電流値に基づき点火プラグ１の消耗度合を判定することができる。なお、プラ
グ消耗度合Ｒwearは数値が大きいほど点火プラグ１の消耗度合が大きいことを意味してい
る。
【０１００】
　ステップＳ１１２において、ＥＣＵ２０は、記憶装置２２に記憶した各気筒におけるリ
ーン運転上限回転補正量マップを読み込む。ここで、リーン運転上限回転補正量マップを
下記表５に示す。ここで、リーン上限回転補正量ＮLEANは、「ＮL1＜ＮL2＜ＮL3＜ＮL4」
とする。ＥＣＵ２０は、ステップＳ１１２の実行後、ステップＳ１１３を実行する。
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【表５】

【０１０１】
　ステップＳ１１３において、ＥＣＵ２０は、記憶装置２２に記憶した各気筒におけるリ
ーン運転上限負荷補正量マップを読み込む。ここで、リーン運転上限負荷補正量マップを
下記表６に示す。ここで、リーン上限負荷補正量ＰLEANは、「ＰL1＜ＰL2＜ＰL3＜ＰL4」
とする。ＥＣＵ２０は、ステップＳ１１３の実行後、ステップＳ１１４を実行する。

【表６】

【０１０２】
　ステップＳ１１４において、ＥＣＵ２０は、各気筒における運転モード領域をプラグの
消耗に応じ、リーン運転上限回転補正量マップ及びリーン運転上限負荷補正量マップに従
いリーン運転許可領域を補正する。すなわち、点火プラグ１の消耗が進むにつれ、エンジ
ン回転数ＮＥ１，ＮＥｗｓと負荷ＰＥ１，ＰＥｄｗ，ＰＥｓｄを図１９に示す矢印方向に
変更する。ＥＣＵ２０は、ステップＳ１１４の実行後、第４の内燃機関制御処理を終了す
る。
【０１０３】
　以上説明した点火プラグ１の消耗度合に応じた内燃機関制御処理により、点火プラグ１
の消耗度合いに基づきリーン運転の許可領域を変更することができる。これにより、点火
プラグ１の消耗が進行し、放電し難くなっても、高い放電エネルギーの必要なリーン運転
を禁止することで失火を防止することができる。
【０１０４】
　なお、ＥＣＵ２０により、二次電流検出手段４又は二次電圧検出手段５によって計測さ
れた、点火プラグ１における放電時の中心電極２と接地電極３との間の、放電電圧値又は
放電電流値の少なくともどちらか一方に基づき点火プラグ１の放電し易さ度合いを計測し
、
予め判定した位相の放電し易さ度合いと比較して、放電し易さの度合いが所定以上低下し
たとき点火プラグ１が消耗したと判定することも可能である。
【０１０５】
　また、点火プラグ１の所定の消耗を判定した場合、エンジンチェックランプを点灯し、
運転者に点火プラグ１の交換を促すようにすることも可能である。また、定期的に点火プ
ラグ１の消耗度合を判定し、突然の消耗度合の変化、つまり、突然の点火プラグ１の放電
しやすさの変化を判定した場合、燃料系統や点火系統に以上が生じたと判定し、エンジン
チェックランプを点灯するようにすることも可能である。
【０１０６】
　以上のように、本発明に係る内燃機関制御装置によれば、燃焼室内に燃料を供給する高
圧燃料噴射弁７と、中心電極２とこの中心電極２の側方に位置し先端が中心電極２の先端
と対向する接地電極３とを有する点火プラグ１と、点火プラグ１の火花放電時の放電電流
値又は放電電圧値のいずれか一方を計測する二次電流検出手段４又は二次電圧検出手段５
もしくは両方を計測する二次電流検出手段４及び二次電圧検出手段５とを備えた内燃機関
制御装置において、二次電流検出手段４又は二次電圧検出手段５によって計測された、点
火プラグ１における火花放電時の中心電極２と接地電極３との間の、少なくとも放電電圧
値又は放電電流値のどちらか一方に基づき、燃焼室内のガス流動に対する中心電極２と接
地電極３の位相を判定するＥＣＵ２０（位相判定手段）と、このＥＣＵ２０（位相判定手
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段）の判定に基づいて内燃機関の運転状態を制御するＥＣＵ２０（制御手段）とを備える
ことにより、各気筒における点火プラグ１のプラグ位相を判定し、このプラグ位相に応じ
て失火を防止する制御を行うことができる内燃機関制御装置を実現することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１０７】
　本発明は、例えば、筒内直接噴射式内燃機関や筒内流動を強化した内燃機関に利用する
ことが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１０８】
【図１】本発明に係る内燃機関制御装置の構成を示した模式図である。
【図２】本発明に係る内燃機関制御装置におけるプラグ位相を示した模式図である。
【図３】本発明に係る内燃機関制御装置における各プラグ位相を示した模式図である。
【図４】本発明に係る内燃機関制御装置におけるプラグ位相０°の場合とプラグ位相９０
°の場合の点火プラグの側面図である。
【図５】本発明に係る内燃機関制御装置におけるプラグ位相０°における点火放電時の二
次電流及び二次電圧の波形を示した図である。
【図６】本発明に係る内燃機関制御装置におけるプラグ位相４５°における点火放電時の
二次電流及び二次電圧の波形を示した図である。
【図７】本発明に係る内燃機関制御装置におけるプラグ位相９０°における点火放電時の
二次電流及び二次電圧の波形を示した図である。
【図８】本発明に係る内燃機関制御装置におけるプラグ位相１３５°における点火放電時
の二次電流及び二次電圧の波形を示した図である。
【図９】本発明に係る内燃機関制御装置におけるプラグ位相１８０°における点火放電時
の二次電流及び二次電圧の波形を示した図である。
【図１０】本発明に係る内燃機関制御装置における平均二次電圧ＶAVE、放電要求電圧ＶD

IS及び放電期間ＴSPARKの例を示した図である。
【図１１】本発明に係る内燃機関制御装置における第１のプラグ位相判定処理を示したフ
ローチャートである。
【図１２】本発明に係る内燃機関制御装置における第２のプラグ位相判定処理を示したフ
ローチャートである。
【図１３】本発明に係る内燃機関制御装置における放電の吹き消えの例を示した図である
。
【図１４】本発明に係る内燃機関制御装置における第３のプラグ位相判定処理を示したフ
ローチャートである。
【図１５】本発明に係る内燃機関制御装置における第１の内燃機関制御処理を示したフロ
ーチャートである。
【図１６】本発明に係る内燃機関制御装置における第２の内燃機関制御処理を示したフロ
ーチャートである。
【図１７】本発明に係る内燃機関制御装置における第３の内燃機関制御処理を示したフロ
ーチャートである。
【図１８】本発明に係る内燃機関制御装置における第４の内燃機関制御処理を示したフロ
ーチャートである。
【図１９】本発明に係る内燃機関制御装置における運転ゾーンマップの例を示した図であ
る。
【図２０】本発明に係る内燃機関制御装置における第５の内燃機関制御処理を示したフロ
ーチャートである。
【符号の説明】
【０１０９】
１　点火プラグ
２　中心電極
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３　接地電極
４　二次電流検出手段
５　二次電圧検出手段
６　噴霧
７　高圧燃料噴射弁
１０　点火コイル
１１　一次コイル
１２　二次コイル
２０　ＥＣＵ
２１　ＣＰＵ
２２　記憶装置
３０　電源
４０　スイッチング素子

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】
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